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狛江市地域自立支援協議会設置要綱

（ 設置）

第１ 条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 平成 17 年法律第 123 号。以

下「 法」 と

いう 。） 第 89 条の３ の規定に基づき， 障がい者及び障がい児の地域における基本的人権を享有する個人

と しての尊

厳にふさわしい生活を支援するため， 相談支援事業を適切に実施し， 地域の関係機関のネッ ト ワーク の

構築を図る

と と もに，地域の課題を整理し，解決に向け，その方策を協議する場と して，狛江市地域自立支援協議会

（ 以下「

協議会」 と いう 。） を設置し， その運営に関し， 必要な事項を定めること を目的と する。

（ 所掌事項）

第２ 条 協議会は， 次に掲げる事項について協議を行う 。

(１ ) 地域の関係機関によるネッ ト ワーク構築等に関するこ と 。

(２ ) 地域の社会資源の開発及び活用に関すること 。

(３ ) 困難事例の支援のあり 方に対する協議及び調整に関するこ と 。

(４ ) 障がい者及びその家族等が地域社会において基本的人権を享有する個人と しての尊厳にふさ

わしい生活

を営むにあたっての課題及びその解決策に関するこ と 。

(５ ) その他市長が必要と 認めること 。

（ 委員）

第３ 条 協議会は， 次に掲げる者の中から市長が委嘱する者をもって組織し， 委員の定数は， 15 名以

内と する。

(１ ) 法第 29 条第１ 項に定める障害福祉サービス事業者

(２ ) 法第 51 条の 14 第１ 項に定める指定一般相談支援事業者又は法第 51 条の 17 第１ 項第１ 号に

定める指定特定

相談支援事業者

(３ ) 保健・ 医療関係者
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(４ ) 教育・ 療育関係者

(５ ) 識見又は知見を有する者

(６ ) 障がい者， 障がい者（ 児） の家族又は障がい者団体関係者

(７ ) 就労支援関係者

(８ ) その他市長が必要と 認める者

２ 委員の任期は，３ 年以内と し，補欠委員の任期は，前任者の残任期間と する。ただし，再任を妨げ

ない。

３ 委員は， 前条各号に掲げる所掌事項について協議を行った内容を， 委員の所属する機関で共有し，

地域の課

題の解決に向けた必要な取組を行う ものと する。

（ 協議会の議事）

第４ 条 協議会に会長及び副会長を置く 。

２ 会長及び副会長は， 委員の互選によって定める。

３ 会長は， 協議会を代表し， 会務を総理する。

４ 副会長は， 会長を補佐し， 会長に事故があると き又は会長が欠けたと きは， その職務を代理する。

５ 協議会は，委員の過半数の出席をもって成立し，議決については，出席委員の過半数で決し，可否

同数のと

きは会長の決すると ころによる。

６ 協議会の会議は，原則公開と する。ただし，個人情報等に関する事項を協議すると きは，会議の全

部又は一

部を公開しないこ と ができる。

（ 検討会議）

第５ 条 会長は， 次に掲げる事項を検討するため， 検討会議を設けるこ と ができる。

(１ ) 第２ 条各号に掲げる所掌事項に係る検討すべき案件を整理すること 。

(２ ) 次条に規定する専門部会で議論された事例を検討するこ と 。

(３ ) その他会長が必要と 認める事項を検討するこ と 。

２ 次項第１ 号に規定する者は， 前項各号に掲げる事項の検討結果を協議会に報告するものと する。

３ 検討会議は， 障害福祉サービス等事業所連絡協議会の推薦に基づく 第１ 号及び第２ 号に掲げる者

並びに第３

号及び第４ 号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命した８ 名以内のものをもって組織する。

(１ ) 協議会の委員が所属する組織の職員

(２ ) 障害福祉サービス事業所の職員

(３ ) 市職員

(４ ) その他市長が必要と 認める者

４ 検討会議に幹事長及び副幹事長を置く 。

５ 検討会議の運営は， 第３ 条第２ 項， 同条第３ 項及び前条第２ 項から同条第６ 項までの規定を準用

する。

（ 専門部会）



第６ 条 会長は，第２ 条に規定する所掌事項について必要な資料の収集，研究及び検討を行う ため，必

要に応じ

て協議会に専門部会を設けるこ と ができる。

２ 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は， 協議会の協議により 別に定める。

（ 意見の聴取）

第７ 条 協議会及び検討会議は，必要に応じて構成員以外の者の出席を求め，意見を聞き，又は説明を

求めるこ

と ができる。

（ 個人情報の保護）

第８ 条 協議会， 検討会議及び専門部会の委員及び前条に規定する出席者は， 個人情報の保護に関す

る法律（ 平

成 15 年法律第 57 号） 及び狛江市個人情報保護条例（ 平成 13 年条例第１ 号） の各規定を厳守するほか，

協議会で取り

扱った個人情報等秘密を漏らしてはならない。 この場合において， その職を退いた後も同様と する。

（ 庶務）

第９ 条 協議会の庶務は， 福祉保健部福祉相談課において処理する。

（ 委任）

第 10 条 この要綱に定めるもののほか， 必要な事項は， 会長が別に定める。

付 則

この要綱は， 平成 22 年４ 月１ 日から施行する。

付 則（ 平成 24 年３ 月 28 日要綱第 28 号）

この要綱は， 平成 24 年４ 月１ 日から施行する。

付 則（ 平成 25 年４ 月 11 日要綱第 70 号）

この要綱は， 公布の日から施行し， 平成 25 年４ 月１ 日から適用する。

付 則（ 平成 25 年６ 月 21 日要綱第 102 号）

この要綱は， 平成 25 年７ 月１ 日から施行する。

付 則（ 平成 25 年９ 月 10 日要綱第 122 号）

この要綱は， 公布の日から施行する。

付 則（ 平成 26 年 12 月 16 日要綱第 150 号）

１ この要綱は， 公布の日から施行し， 平成 26 年４ 月１ 日から適用する。

２ この要綱の施行に際し， 改正前の狛江市地域自立支援協議会設置要綱により なされた手続その他

の行為は，

なお効力を有するものと する。

付 則（ 令和２ 年 12 月 24 日要綱第 151 号）

この要綱は， 公布の日から施行する。


